
第 ８０１ 回

大野市農業委員会

議 事 録

令和６年８月２６日

大野市農業委員会



１．開催日時 令和６年８月２６日（月） 午後１時３０分から

２．開催場所 大野市役所 ２階 大会議室

３．出席委員

４．議事参与職員

次 長 帰山 博子

主 査 西川 菜央

主 事 竹村 尚悦

５．議事日程

第１０号 農地法第３条の規定による許可申請に係る処分審議について

第１１号 農地法第４条第１項の規定による許可申請にかかる意見審議について

第１２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請にかかる意見審議について

第１３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定について

(利用権賃貸借)
報告事項 現況証明の確認について

そ の 他

議 席 氏 名 出欠 議 席 氏 名 出欠

１ 金子 正義 出 １７ 清水 真寿地 出

２ 三嶋 香代子 出 １８ 源内 康浩 出

３ 齊藤 義治 出 １９ 橋本 恒夫 出

４ 南部 茂 出 ２０ 前田 光雄 出

５ 松井 俊幸 欠 ２１ 山田 一輝 欠

６ 上田 てるみ 出 ２２ 山田 治和 出

７ 山内 愼吾 出 ２３ 旭 政一 欠

８ 帰山 康幸 欠 ２４ 幅岸 勝雄 出

９ 土橋 好孝 出 ２５ 松田 松美 出

１０ 東 三千雄 出 ２６ 松田 美弥子 出

１１ 金子 かよ子 出 ２７ 林 小太郎 出

１２ 宇野 雅彦 出 ２８ 岩本 清 出

１３ 廣野 隆一 出 ２９ 小豆 清 欠

１４ 巻寄 富美男 出 ３０ 中山 政則 出

１５ 松村 利雄 出 ３１ 加藤 和徳 出

１６ 佐々木 賢次 出
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ただ今より、第８０１回大野市農業委員会総会を開催いたします。

事前に欠席の連絡を５番 松井委員、８番 帰山委員、２１番 山田一輝委員、２３番

旭委員、２９番 小豆委員、また１２番宇野委員より遅れるとの連絡を受けております。

それでは総会に入らせていただきます。

南部会長にご挨拶いただきますとともに、この後の議事進行をお願いしたいと思いま

す。

（会長挨拶）

それではただ今より第８０１回の大野市農業委員会の総会を開催します。議事に入り

ます前に私の方から議事録署名人を指名させていただきます。

(「はい」の声)

６番 上田委員と、７番 山内委員にお願いします。それでは議事にいきたいと思いま

す。

議案第１０号 農地法第３条の規定による許可申請にかかる処分審議についてを上程

いたします。

１番の説明を岩本委員から、２番を松村委員からお願いします。

（第１０号議案 説明）

、

はい今２件説明がありましたけど、どなたか質問等ございますか。

２番の案件なんですが同居人というのは今一緒に畑をされているんですか？

来られるのは●●さんお一人だけになりますので、耕作するのも●●さんのみです。

面積は９００ということでこれからの管理が気になるところです

ご近所の●●さんが一畝の半分くらいの面積を●●さんと話し合って、今まで使わせ

てもらっていたんですけれどあとの畑地は草だらけで畑地にしようとすると大変な作業

と聞いておりますけれども、本人は畑作もしたいとおっしゃっているようなので、ご近

所の協力も得られてできるかなとは思っております。

では他に質問がないようですので議案第１０号農地法第３条の規定による許可申請

に係る処分審議について賛成の方の挙手をお願いします。

（挙手多数）

賛成多数でございますので可決決定いたします。

続きまして議案第１１号農地法第４条第１項の規定による許可申請にかかる意見審

議についてを上程いたします。

１番と２番の説明を林委員からお願いします。
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（第１１号議案 説明）

はいどなたか質問等ございますか。

この場所は花桃の駐車場それから登山の方の駐車場として使われる計画でして、花桃

の時期は混雑で大変と聞いております。こうして使っていただけると中途半端にあるよ

りもいいと思います。

では質問がないようですので議案第１１号農地法第４条第１項の規定による許可申請

に係る意見審議についてに賛成の方の挙手をお願いします。

（挙手多数）

賛成多数でございますので可決決定いたします。

続きまして議案第１２号農地法第５条第１項の規定による許可申請にかかる意見審

議についてを上程いたします。

１番の説明を前田委員から、２番の説明を宇野委員から、３番の説明を橋本委員から

お願いします。３番については補足を事務局からお願いします。

（第１２号議案 説明）

ありがとうございます。何か質問ございますか。

今説明あったと思いますけれども３か所の中でまだ６区画残っているわけですけれど

も、３か所全体で何区画あるんですか

３か所で６区画、そこに今回新たに追加して６区画合計１２区画になる予定でござい

ます。

まだ契約は終わっていないという事ですね。

この６区画はまだ契約は終わってないです。

場所的に住宅が建ってもおかしくないところですので、実績的に問題がないというか

しばらく契約がとれなくても問題がないというところです。

質問がないようですので議案第１２号農地法第５条第１項の規定による許可申請に

かかる意見審議についてに賛成の方の挙手をお願いいたします。

（挙手多数）

賛成多数でございますので可決決定いたします。
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職務代理

続きまして議案第１３号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決

定について(利用権賃貸借)を上程いたします。事務局から説明をお願いいたします。

（第１３号議案 説明）

はい、ただ今説明があった件についてなにか質問ございますか。

１番関係の●●さんが新規就農者ですので皆さんご指導の方よろしくお願いした

いと思います。

ご質問ないようでしたら議案第１３号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画の決定について(利用権賃貸借)賛成の方の挙手をお願い致します。

（挙手多数）

賛成多数でございますので可決決定いたします。

続きまして報告事項 現況証明の確認についてを上程いたします。１番を林委

員から２番を廣野委員から３番を松村委員からお願いします。

（報告事項 説明）

説明ありがとうございました。この件について何か質問ありませんか。

●●の方の案件ですけれども、所有者が何人もいて申請人が東京のとある会社という

状況はどんな状況なんですか。

今回の申請なんですが●●というのが小水力の発電のための用地として今回の●●の

土地をそれぞれの地主さんからお借りして使いたいというようなそういう目的でござ

いまして、それで複数の地主さんに対して１件の申請人というような内容になってお

ります。

他に質問がなければ以上の通りとなります。

それではその他に移りたいと思います。

（その他の説明）

それではこれで第８０１回の総会を閉じたいと思います。

総会を閉じるにあたりまして職務代理の方からご挨拶申し上げます。

（閉会挨拶）


